
◎鳥取県西部広域行政管理組合行政手続における押印の省略に関する規則第２条の規定により別に定める書類

１　押印をすべき者（以下「本人」という。）の記名（代筆及び印刷されたものを含む。）のみで可とする書類

条項 局名 課名

1 重要備品現在数報告書
米子市規則様式第1号

(第20条関係）
会計室 -

2 貸与被服亡失き損届
別記様式第1号
(第6条関係）

事務局 施設管理課

3 火葬場の管理業務に関する事業報告書
様式第17号

(第17条関係）
事務局 施設管理課

4 火葬場使用許可申請書
第4条第3項の規定により別
に定める申請書の様式第1号

～様式第3号
事務局 施設管理課

5 処理対象ごみ搬入届
様式第1号

(第5条関係）
事務局 施設管理課

6 再生用資源ごみ搬入届
様式第3号

(第5条関係）
事務局 施設管理課

7 処理対象ごみ搬入許可申請書（委託業者用）
様式第5号

(第6条関係）
事務局 施設管理課

8 再生工房使用（変更）許可申請書
様式第1号

(第4条関係）
事務局 施設管理課

9 浄化場搬入許可申請書
様式第1号

(第3条関係）
事務局 施設管理課鳥取県西部広域行政管理組合浄化場条例施行規則

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ再
生工房管理規則

鳥取県西部広域行政管理組合物品管理規則（組合
規則第2条において準用する米子市物品管理規則）

鳥取県西部広域行政管理組合職員被服貸与規則

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規
則

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条
例施行規則

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条
例施行規則

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条
例施行規則

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規
則

所管部署

名称

根拠規定
書類の名称Ｎｏ.



◎鳥取県西部広域行政管理組合行政手続における押印の省略に関する規則第２条の規定により別に定める書類

２　本人の自署のみで可とする書類（ただし、当該書類に係る当該押印をすべき者が法人である場合は、この限りでない。）

条項 局名 課名

1 法人等に係る証拠書類・証拠書類に使用する印章
米子市規則第100条及び第

101条
会計室 -

2 火葬場使用料減免申請書
様式第8号

(第9条関係）
事務局 施設管理課

3 火葬場使用料還付申請書
様式第11号

(第10条関係）
事務局 施設管理課

4 火葬場指定管理者指定申請書
様式第14号

(第12条関係）
事務局 施設管理課

5
処理対象ごみ搬入許可申請書（許可業者・一般者
用）

様式第6号
(第6条関係）

事務局 施設管理課

Ｎｏ. 書類の名称
根拠規定 所管部署

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規
則

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規
則

鳥取県西部広域行政管理組合営火葬場条例施行規
則

鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザ条
例施行規則

鳥取県西部広域行政管理組合会計規則（組合規則
第2条において準用する米子市会計規則）

名称


